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 生涯学習・地域学校連携課 

  

 

新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会の報告と今後の進め方について 

 

１ 主旨 

区では、新ＢＯＰ学童クラブの活動スペース及び人材確保等の課題も踏まえた抜本的な

新ＢＯＰ事業のあり方や、子どもの居場所の創設等、様々な施策や事業の組み合わせによ

る子どもの放課後の過ごし方について、新ＢＯＰ運営委員会の委員を含む「新ＢＯＰ事業

のあり方検討委員会」を設置し検討を進めてきた。 

この度、検討内容について報告書がまとめられたため、報告する。 

併せて同報告を受け、今後の新ＢＯＰ事業の見直しの進め方について報告する。 

 

２ 新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会の報告について 

（１）新ＢＯＰ事業の現状とあり方検討の必要性について 

就学前人口（０～５歳）が平成 21年から平成 27年まで毎年 1,000人近く増加して

おり、区の子どもや子育て世帯の転入超過の現状からみても、新ＢＯＰ登録児童数の

増加が予想され、新ＢＯＰの大規模化への対応が求められている。 

共働き家庭の増加など保護者の働き方の変化等により、新ＢＯＰ事業のうち、学童ク

ラブ入会児童数は、毎年増加し、新ＢＯＰ学童クラブの実施時間の延長ニーズが広がっ

てきている。 

区では、平成 31年４月から２年間、新ＢＯＰ学童クラブの実施時間を延長するモデ

ル事業を５校で開始したが、利用率は想定を下回り、人員の確保や費用対効果などの課

題も少なくない。一方で、一定のニーズは確認できたことから、新ＢＯＰ学童クラブと

してどこまでのニーズに応え、どのような手法をとるのか等を検討する必要が出てき

た。 

 

（２）新ＢＯＰ事業の課題への検討と取り組み方針案 

令和２年９月に実施した学童クラブ登録児童の全保護者アンケートを踏まえ、時間延

長、規模の適正化、運営体制の見直し、新たな居場所の検討及び子どもの自立支援とい

った課題に対して、民間事業者等の活用も見据えながら、以下の３点を方針のもと、区

の施策を検討・検証する。 

① 規模の適正化に関する検討 

新ＢＯＰの大規模化による子どもの遊びの質に関する課題が指摘されており、質の

確保、向上に向け定員制の導入の是非について検討することが必要である。 

② 運営体制の見直し 

人材の確保、育成、定着が困難な状況にあり、運営の質の向上を検討することが求

められている。さらに、新ＢＯＰからの自立に向けた支援として、学童クラブ卒所後

の居場所づくりも課題となっている。こうした観点から、新ＢＯＰ事業への民間活用

の是非と活用方法の検討、新ＢＯＰ事業以外の取り組みを活用した子どもの居場所の

充実のあり方などについて検討する必要がある。 

③ 子どもの自立支援 

子どもの放課後の居場所を充実し、子どもが主体的に居場所を選択でき、遊びや学



びを自ら考えて行うことを促進、支援することが求められており、実施時間延長もこ

うした観点での充実につながるように検討し取り組むことが必要である。新ＢＯＰで

は年齢に合わせた発達段階ごとに、子ども自身が放課後を主体的に過ごせるよう支援

し、保護者へも子どもの自立の必要性について啓発していく必要がある。 

 

（３）持続可能な新ＢＯＰの制度設計に向けて 

  新ＢＯＰを取り巻く環境の変化に対応しながら、様々な放課後の過ごし方が選択でき

る環境を用意するため、①必要な人員確保に対応する施策、②放課後活動の担い手が多

様に組織されている現状を踏まえ、それらを活用する、③活動場所を広げていくため、

現行の学校施設活用の検討と合わせて学校以外での活動の場所を検討していく、④指導

員の職務の専門性を高めていく、⑤「学童クラブ」のこれからのあり方についても独自

に検討していく、の５点を「持続可能な新ＢＯＰ制度」と提起する。 

望ましい子どもの放課後の過ごし方とは、生活の場において、多様な遊びや交流の

場、地域に広がる児童館及び地区会館等の公共施設である「社会資本」を活用しなが

ら、子どもの居場所が創造され、子どもが育つ地域社会へとつながっていくことであ

る。 

 

３ 新ＢＯＰ学童クラブの実施時間延長モデル事業の取り扱いについて 

  令和元年度より開始した時間延長モデル事業については、令和元年度の利用率が想定

を下回る一方、令和２年９月に実施した学童クラブを利用する全保護者アンケートにお

いては一定のニーズが見られることから、２常任委員会において実施時間を 15分に短

縮した時間延長モデル事業の継続を報告したが、新型コロナウイルスの今後の感染状況

が見通せない中、保護者の働き方の変容を見定め、真の保護者ニーズを的確に捉えるこ

とは困難となっている。また、新ＢＯＰ学童クラブは昨年より引き続き消毒などの感染

症予防対策を実施して運営しているが、さらなる感染者数が拡大している状況の中で、

現場の業務負担の増加が懸念される。 

これらのことから、時間延長モデル事業は一旦休止し、令和３年度の新ＢＯＰの事業

のあり方及び事業見直しを進める中で、改めて実施時間延長についても検討を進めてい

く。 

 

４ 今後の進め方について 

（１）新ＢＯＰ事業のあり方検討会からの報告への対応について 

  新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会報告書に基づき、区の施策として保護者ニーズに的

確に応えていくために、庁内で検討会を設置し、新たな施策を検討するとともに、適

宜、新ＢＯＰ運営委員会に意見を求めていく。 

 

（２）今後のスケジュール（予定） 

令和３年２月～ 新ＢＯＰ事業の検討準備会 

４月～ 新ＢＯＰ事業の検討会（３～４回実施予定） 

９月  ２常任委員会報告（新ＢＯＰ事業の今後の取り組み案について） 

12月  ２常任委員会報告（新ＢＯＰ事業の今後の取り組みについて） 
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はじめに 

 

世田谷区では、1995（平成７）年度より、小学校の余裕教室・校庭・体育館等を活用

して児童の安全な遊び場を確保し、集団遊びの中から社会性・創造性を培い、児童の健

全育成を図るため、ＢＯＰ（Base of Playing ＝遊びの基地）事業を開始いたしまし

た。さらに、1999（平成11）年度より、このＢＯＰ事業と学童クラブ事業を統合した

「新ＢＯＰ事業」を開始し、2005（平成17）年度からは、区内すべての小学校に広げ、

子どもの放課後の居場所を確保し、自由な遊びやさまざまな体験・交流を通じて、子ど

もの創造性、自主性及び社会性を養う活動を展開してきました。 

2009（平成21）年から2015（平成27）年まで、世田谷区では出生数の増加を主な要因

として０歳から５歳の子どもが毎年、1,000人近く増えるという状況が続いていまし

た。2016（平成28）年以降は、０歳から５歳の子どもの数は横ばいで推移しています

が、この間、０歳から５歳の子どもの数が、その他の年齢別の階層に比べて相対的に多

いという状況が続いていたことを受け、近年では、６歳から11歳の子どもの増加が顕著

になっています。そのため、小学校児童数の増加とともに、新ＢＯＰも大規模化してき

ています。また、共働き家庭の増加など保護者の働き方の変化等により、放課後の預か

り機能を備えた学童クラブへの期待は、ますます大きくなり、放課後の子どもを取り巻

く状況の変化の中で、新ＢＯＰ事業のあり方に検討を加える必要性が生じました。 

子どもの放課後の安全な活動を確保し、子どもの遊びの質をより高め、活動場所の充

実とともに子ども一人ひとりへのきめ細やかな支援を進めていくため、四半世紀を経た

世田谷区の放課後子ども事業のあり方を再検討するその第一歩として、ここに「新ＢＯ

Ｐ事業のあり方検討委員会」を立ち上げ、山積する諸課題についての検討の機会を持つ

ことにいたしました。 
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１ 新ＢＯＰ事業の実施の経緯 

 大都市・世田谷区内で育っていく子どもたちに対して、放課後の遊び場の確保を学校

内に構築し、放課後の自由な遊び場として「ＢＯＰ」に着手し、その後、子どもの健全

育成を図り、子育て家庭の支援を目的とした育成の場である「学童クラブ」とを一体化

した「新ＢＯＰ事業」に取り組んで既に四半世紀が経過しました。 

 昭和30年代後半より、女性の社会進出が進む中で両親の共働きなどによって児童が帰

宅しても保護者が不在となる、いわゆる「鍵っ子問題」が社会的に注目を集めていまし

た。この問題に対処するため、東京23区において昭和38年より東京都の補助事業として

学童保育事業が開始され、1972（昭和47）年に指導員の正規職員化を行うと共に、学童

クラブ事業を児童館事業の一環として位置づけました。 

 区では、1964（昭和39）年10月に学童保育クラブが開設し、1965（昭和40）年と1966

（昭和41）年には１か所ずつ開設し、1972（昭和47）年に初めて児童館併設学童保育ク

ラブが設置され、その後年々整備が進められ、小学校敷地内のプレハブ、児童館併設施

設、区民センター、区民集会室、地区会館等との複合施設や民間借上施設に設置されて

きました。 

 平成に入り定員を超え待機児童の発生した学童クラブと、欠員が発生する学童クラブ

が生じ、学校区に学童クラブのない地域がある反面、１小学校区に２つの学童クラブが

ある地域が存在するなどの問題が生じていました。 

一方、子ども達の身近な所に安全な遊び場を確保することを目的に1954（昭和29）年

より小学校の校庭開放事業（後の遊び場開放事業）を開始し、1978（昭和53）年には全

区立小学校で実施しました。この遊び場開放事業を経て、放課後の遊びの場を確保する

ＢＯＰ（Base of Playingの略称=遊びの基地を意味する）事業を1995（平成７）年度よ

り８つの区立小学校で開始しました。 

新ＢＯＰ事業の始まりは1998（平成10）年、児童福祉法の改正により、留守家庭児童

を対象とした放課後児童健全育成事業が法定化されたことを受け、教育委員会と区長部
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局が連携し、「ＢＯＰ事業」と児童館等で運営を行っていた「学童クラブ事業」を統合

し、1999（平成11）年から新ＢＯＰ事業として４校でモデル実施を行いました。2005

（平成17）年には全区立小学校で実施したことで、学校区ごとの学童クラブ数の偏在が

解消されました。２つの事業を統合し、全ての小学校を対象とした総合的な放課後対策

とすることで、学童クラブの児童も学童クラブに通わない児童も一緒に遊べる場とな

り、子ども達の遊び・交流の広がりを図りました。これにより待機児童の増加への対

応、類似事業の機能統合を行うとともに、今まで児童館など学校外で運営を行っていた

学童クラブを学校内に設置することで、施設への移動を解消し、児童の安全・安心が確

保されました。これは、2007（平成19）年からの教育と福祉の両分野における放課後子

ども施策の課題解決を図る、国の「放課後子どもプラン」に先駆けた事業となりまし

た。 

新ＢＯＰ事業は、2007（平成19）年度当初より「放課後子どもプラン」として位置づ

け、学識経験者・学校・地域・関係機関で構成する「新ＢＯＰ運営委員会」を設置し、

地域等との連携・協力を進めています。 

2013（平成25）年７月からは、学童クラブに利用料を導入し、開設時間を午前８時30

分から８時15分、終了時間を午後６時から６時15分とし、利用時間の拡大を図ることに

いたしました。 

さらに、学童クラブにおける「配慮を要する児童」についても、2006（平成18）年度

から４年生まで受入れ、2010（平成22）年度からは６年生まで受入れを拡大し、併せ

て、配慮を要する児童に対応するため児童課に看護師を配置することにいたしました。 

2015（平成27）年度を初年度とする「子ども・子育て支援新制度」では、学童クラブ

が「地域子ども・子育て支援事業」に位置づけられ、地域でのより一層の子育て支援の

課題を引き受けることがこの新ＢＯＰ事業に求められるようになってきました。 

また、新ＢＯＰ事業は、2015（平成27）年４月に放課後児童クラブの受皿を拡大する

とともに、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な整備を
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目指す方針である国の「放課後子ども総合プラン」と、平成31年４月からは共働き家庭

等の『小1の壁』・『待機児童』を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全・安

心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後児童クラブと放課後子

供教室の両事業の計画的な整備を推進するため、目標を設定し、新たなプランを策定し

た「新・放課後子ども総合プラン」に対応してきました。 

 

２ 「子ども・子育て支援新制度及び新ＢＯＰ事業に関する検討委員会」について 

 2014（平成26）年７月、「子ども・子育て支援新制度及び新ＢＯＰ事業に関する検討

委員会」を設置し、今後の新ＢＯＰ事業の運営について検討を行い、９月に意見として

報告書にまとめました。区の子ども人口が増加し、小学校児童数増加とともに新ＢＯＰ

も大規模化し、遊ぶ集団の大きさ、遊び方などが変化してきたため、安全な活動を確保

し、子どもの遊びの質をより高め、活動場所の充実とともに、子ども一人ひとりへのき

め細やかな支援が必要となってきたことによります。 

一方で、「子ども・子育て支援新制度」では、学童クラブが「地域子ども・子育て支

援事業」に位置づけられ、地域でのより一層の子育て支援が求められることとなりまし

た。2015（平成27）年度より「第２期子ども計画」を策定することもあり、新ＢＯＰ事

業を検証し、放課後の「子どもの成長と活動の支援｣としてさらなる充実をさせていく

必要が、背景としてありました。 

報告書では、子どもたちの「育ち」のために培ってきた新ＢＯＰ事業の良さを受け継 

ぎながら、子どもたちの放課後の成長をいかに保障していくかという視点で検討した結 

果を、今後の新ＢＯＰ事業の方向性について以下の４点について意見が述べられていま 

す。 

（１）学校との連携 

（２）家庭との連携 

（３）地域との連携 
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（４） 子どもたちの意見の尊重 

子どもたちの充実した放課後の過ごし方と豊かな遊びのためには、学校・家庭・地

域・新ＢＯＰが連携し、①「子どもたちの持っている力」を大切にし、子どもたちが自

主的に遊びながら成長できるよう支援していくこと、②子どもは遊びを通じて成長し、

遊びながら学んでいくため、多様な遊びができる場や、遊びの指導をする人を配置し、

遊ぶことの大切さを親たちの世代にも伝え、子どもたちの成長を見守ってもらうこと、

③子どもを軸にして子どもの成長を支援し、子どもの自立という本来の目的に向けて、

子どもたちが持っている力を引き出していくことが何もよりも大切であるということが

提起されました。 

新ＢＯＰは、「小学校において安全・安心な遊びの場を提供し、遊びを通して、子ど

もの創造性、自主性、社会性を養い、子どもの成長・自立支援を、学校との連携のもと

充実してきました。放課後は、すべての子どもの成長のための大切な時間であり、その

充実に向け、一人ひとりの子どもの成長に向けた豊かな時間を作っていくことが求めら

れる。また、子どもたちが地域で安心して遊び、過ごしていくためには、地域の見守り

も大きな力となる」と、まとめられています。 

 

３ 世田谷区の現状とあり方検討の必要性 

世田谷区の放課後の子どもの遊び場を確保するために先導的に開始された「ＢＯＰ事

業」は、「放課後子供教室」として放課後の子どもの居場所づくりとして普及していき

ました。その活動を基盤に「放課後児童クラブ」である学童クラブ事業、すなわち「放

課後児童健全育成事業」を合わせ受け持つことにより、「新ＢＯＰ事業」として取り組

んでまいりました。 

新ＢＯＰ事業は、身近で安全な小学校施設内での活動を確保し、異年齢の児童が屋内

外で一緒に遊び、さまざまな体験・交流ができるよう支援体制を作り上げ、児童の創造

性、自主性及び社会性を養っています。 
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このように進めてきた新ＢＯＰ事業に対し、大きく次の二つの点でそのあり方が問 

われるところとなっています。その第一は、前述のとおり、就学前人口（０～５歳）

は、2009（平成21）年から2015（平成27）年まで、毎年1,000人近く増えるという状況

が続いていたため、小学生人口は増加傾向が続くものと推察されます。区の人口移動も

10代から30代前半までの年齢層において、転入超過の状況となっており、子どもや子育

て世帯の増加につながっていると考えられます。明らかに、新ＢＯＰ登録児童数の増加

が予想され、新ＢＯＰの大規模化への対応が求められています。 

第二点は、共働き家庭の増加など保護者の働き方の変化等により、新ＢＯＰ事業のう

ち、学童クラブ入会児童数は、毎年増加しています。そのうえ、新ＢＯＰ学童クラブの

実施時間の延長ニーズが広がってきていました。 

そこで、新ＢＯＰ事業をめぐる新しい状況に対応するため、2018（平成30）年３月に

新ＢＯＰ学童クラブの実施時間の延長についての保護者アンケートを実施しました。そ

の結果、５割弱の保護者が実施時間延長を希望すると回答があったことから、2019（平

成31）年４月から２年間、新ＢＯＰ学童クラブの実施時間を延長するモデル事業を５校

で開始することになりました。 

 

４ 「新ＢＯＰ学童クラブ実施時間延長モデル事業」の実施 

2019（平成31）年４月から２年間の新ＢＯＰ学童クラブの実施時間を延長するモデル

事業は、実施時間の延長の効果や適切な手法等を検討するとともに、子どもの自立に向

けた支援のあり方について検証・検討することにいたしました。1年間モデル事業を実

施したところ、想定より少ない利用という結果でした。さらに、延長時間帯に勤務を受

け持つ職員の確保が困難こともあり、時間延長のモデル事業を全区に展開することにつ

いては慎重な対応が必要ではないかということになりました。すなわち、人員確保や費

用対効果等の課題が少なくないこと、また、共働き家庭の増加とはいえ、保護者の働き

方の多様化もあいまって、同時に、一定の延長ニーズがあることは再確認できたため、
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新ＢＯＰ学童クラブの事業としてどこまでのニーズに応え、どのような手法をとるのか

等を検討していく必要がでてきました。 

そのため、新ＢＯＰ学童クラブの実施時間の延長についてだけでなく、活動スペース

及び人材確保等の課題も踏まえた抜本的な新ＢＯＰ事業のあり方や、子どもの居場所の

創設等、様々な施策や事業の組み合わせによる子どもの放課後の過ごし方について「新

ＢＯＰ事業のあり方検討委員会」を設置し、検討を進めることとしました。 

検討委員会では、放課後の子どもたちの安全で安心な居場所づくりの推進に関するこ

と、新ＢＯＰ事業における遊び等のメニューの充実への取り組みに関すること、児童等

の多様化及び新ＢＯＰ事業の質の向上に対応するための人材育成及び確保の施策に関す

ること、多様な児童への対応に関すること、新ＢＯＰ事業の運営場所（学校以外を含

む）、形態及び手法（地域や民間の力の導入等）のあり方に関することのほか、新ＢＯ

Ｐ事業の充実に関することを検討することとしました。 

 

5 新ＢＯＰ事業の現状 

新ＢＯＰ事業は、「定員がなく学童クラブを利用可能であり、体育館・校庭・空き教

室や特別教室等の多様な場所を確保し児童の遊び・活動を広げ、異年齢児童間の交流の

促進を得る」という開始当初に期待された効果を得ることが、様々な課題を抱えること

で難しくなってきています。 

（１）新ＢＯＰ事業の課題  

児童数の急増によるクラス数の増加に伴う特別教室の教室化や学童クラブ登録児童数

の増加による活動スペースの確保、全国的な福祉人材不足による指導員確保、この２点

が新ＢＯＰ事業の大きな課題となっています。 

また、保護者の働き方の変化に伴い学童クラブの実施時間延長ニーズに応える事業展

開を検討する必要もあり、そのための基礎資料として、2020（令和２）年９月、全新Ｂ

ＯＰ学童クラブ利用の保護者を対象として利用時間、利用期間、利用頻度、学童クラブ
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以外のサービスについて等のアンケート調査を実施するとともに、今後の新ＢＯＰ事業

の見直しのための項目も設定し調査を行いました。 

アンケート調査結果及びモデル事業の実績を踏まえ、延長ニーズに応える事業内容や手

法、新ＢＯＰ以外の子どもの放課後の居場所等の様々な施策や事業の組み合わせ等を検

討するとともに、新ＢＯＰ事業の運営方法や課題解決に向けた今後の事業展開も検討す

ることにしました。 

（２）保護者アンケートの実施概要 

児童、保護者、従業者への新ＢＯＰ学童クラブの時間延長に係る事業の影響と実態、

ニーズを把握するため、令和元年度にモデル事業を実施した５か所の学童クラブにおけ

る時間延長の利用児童及び保護者、従事者を対象としたアンケート調査を実施しまし

た。さらに令和２年度においては、新ＢＯＰ学童クラブを利用する保護者全体の実態と

時間延長への意識、潜在的ニーズを把握するため、新ＢＯＰ学童クラブに登録し、利用

している保護者全体へのアンケート調査を実施しました。実施時期と調査対象は以下の

通りです。 

表１ モデル事業実施校の児童、保護者、従業者への調査実施時期及び対象 

 実施時期 対象及びサンプル数 

令和元年６月３日 
～６月 21日 

①時間延長に登録している児童（１年生～３年生）：回収数 53（回収率 98.1％） 
②時間延長に登録している児童の保護者：回収数 48（回収率 88.9％） 
③時間延長を実施している新ＢＯＰ学童クラブの職員：回収数 58（回収率
96.7％） 

令和元年９月２日 
～９月 20日 

①時間延長に登録している児童（１年生～３年生）：回収数 54（回収率
88.5%） 
②時間延長に登録している児童の保護者：回収数 48（回収率 78.7%） 
③時間延長を実施している新ＢＯＰ学童クラブの職員：回収数 59（回収率
98.3%） 
④モデル校のうち、時間延長に登録していない児童の保護者：回収数 363
（回収率 59.8%） 
⑤区内で運営されている民間の放課後児童クラブ：回収数 ７（回収率
77.8%） 

令和２年２月 10 日 
～３月２日 

①時間延長に登録している児童（１年生～３年生）：回収数 54（回収率 98.1％） 
②時間延長に登録している児童の保護者：回収数 48（回収率 88.9％） 
③時間延長を実施している新ＢＯＰ学童クラブの職員：回収数 61（回収率
96.7％） 
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表２ 新ＢＯＰ学童クラブを利用する児童の保護者全体への調査実施時期及び対象 

実施時期 対象及びサンプル数 

令和２年９月１日 

～９月 22日 

新ＢＯＰ学童クラブに登録し、利用している児童の保護者： 

回収数 2,392（回収率 33.4％） 

（３）保護者アンケートから読み解く保護者の現状とニーズ 

学童クラブに登録している保護者のうち、約７割前後が平日と学校休業日（夏休み

等）にはほぼ毎日学童クラブを利用し、平日ではすべての保護者が月数回以上利用して

いるなど、積極的に利用されています。こうした実態から、新ＢＯＰ学童クラブの現行

制度に対し、大きな問題点として捉えられている点はないものと考えられます。 

また、学童クラブに登録している保護者の44％が、定時の就業や残業により日常的に

放課後児童クラブ退所後の子どもの帰宅時間に間に合わない可能性を有しており、特に

36％は、常にまたは頻繁に間に合わなくなっています。 

こうした背景から実施時間延長の利用希望を有する保護者は全体では35％、日常的に

子どもの帰宅時間に間に合わない保護者では過半数を占めており、一定の利用ニーズが

認められます。 

一方、22％の保護者が民間学童クラブを利用しており、さらに現在利用している学童

クラブ以外に放課後の居場所等に関する選択肢があった場合79％が利用を検討するとい

う意向が確認されました。 

また、新型コロナウイルス感染症によるニーズ変化の可能性について、感染が拡大し

た場合の保護者の働き方は24.5％が通常勤務、一定割合在宅勤務をするが48.7％であ

り、クラブに対しては65％前後の保護者が迅速な情報提供と衛生面への配慮を求めてい

るほか、46％の保護者は運営を休止しないよう求めています。 

（４）新ＢＯＰ学童クラブの実施時間延長モデル事業の実施状況 

1) 新ＢＯＰ学童クラブの実施時間延長モデルの実施概要 

区では、保護者の帰宅時間が遅くなることへの対応として、新ＢＯＰ学童クラブの実 

施時間延長について検討するため、モデル事業を実施しました。モデル事業の概要は以 
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下のとおりです。 

表３ 新ＢＯＰ学童クラブ実施時間延長モデル事業の実施概要 

項 目 概 要 

モデル校 ５つの地域で、各１校で実施 

実施対象児童 小学校１年生を主対象とし、自立に向けた配慮が必要な児童について

は保護者と相談のうえで３年生まで利用可能 

延長時間 平日の午後６時 15分から１時間 

定員 定員を設けることとし、40名とする 

利用料 月額 1,000円 

事業期間 令和元年度、令和２年度 

検証、検討 利用実績等をもとに、効果や適切な手法等を検討するための検証、検討

を行う 

２）アンケート調査から見た実施時間延長モデル事業の実態 

①回答者の属性 

実施時間延長モデル校を登録している保護者のうち、令和元年度末時点で54％が時間

延長を利用したことがあり、新型コロナウイルス感染症が発生し在宅勤務が増加した令

和２年９月時点では19％が利用登録をしています。 

②実施時間延長の児童に対する効果 

令和元年度に実施時間延長を利用した児童は「楽しい」など肯定的に捉えている者が

多く、「過ごし方を自分で考えることが増えた」とする回答が多いなど、自ら遊び方、

過ごし方を考える契機となっていると考えられます。実施時間延長を利用した保護者

も、「子どもがゆったりと過ごすことができる」、「自主的に過ごすことができる」な

ど成果を高く評価しています。従事者からも同様の評価がされている一方で、子どもの

疲れやストレスが感じられるとの回答が保護者と比較して高くなっている点に留意が必

要です。 

③実施時間延長の保護者に対する効果 

 子育てや家事等、仕事に関し心身の余裕が生まれたとする回答が８割前後を占め、多

様な働き方と家庭での生活を支援する上で、大きな効果があったと評価されています。 
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④実施時間延長の従業者からみた効果と課題 

児童と職員の関係性が深まっているとする評価が約８割を占めるなど、子どもの育ち

に関しては肯定的な評価が多くなっています。一方、休憩時間の対応や人員配置が困難

となり、従業者の負担増や負担の偏在などの問題を指摘する回答が過半を占めていま

す。 

⑤保護者の今後の利用意向 

今後の意向として、令和元年度末時点でモデル事業実施クラブの保護者の83％が実 

施時間延長は必要としています。また、2019（令和２）年９月の学童クラブを利用す 

る全保護者への調査では、35％の保護者が利用条件に該当し利用したいと回答してい 

ます。 

⑥実施時間延長の効果と課題 

 新ＢＯＰ学童クラブの実施時間延長のモデル事業を利用した児童、保護者ともその効

果を肯定的に捉えており、今後の利用意向についても、新型コロナウイルス感染症の影

響により在宅勤務が増加した状況下での調査においても、新ＢＯＰ学童クラブの全利用

保護者の３分の１以上が利用意向を有しており、高いニーズが見られます。こうした状

況から、新ＢＯＰ学童クラブの実施時間延長を実施することは、保護者の多様な働き方

の支援、家庭における子ども、保護者双方の心身の余裕の創出など多様な効果が期待で

きると考えられます。 

 しかし、その一方で、子どものストレスや寂しさへのケアや、従事者の負担増と負担

の平準化の難しさなどが指摘されており、実施時間延長の安定的な運営に向けてこうし

た課題に対応することが必要です。 
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６ 新ＢＯＰ事業の課題への検討と取り組み方針案 

（１）新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会での意見交換 

 議題 

第１回 ① 「新ＢＯＰ学童クラブ実施時間延長モデル事業について」 

② 「新型コロナウイルス感染症対策に伴う新ＢＯＰ学童クラブの運営等への

影響について」 

③ 「学童クラブ登録児童全保護者アンケートの実施について」 

第２回 「新ＢＯＰ学童クラブ全保護者アンケートのまとめについて」 

アンケート結果速報をもとに、意見交換 

第３回 ① 「第２回あり方検討委員会での確認事項について」 

② 「新ＢＯＰ事業のあり方の方向性について」 

第４回 ① 「第３回あり方検討委員会での確認事項について」 

② 「新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会報告書の構成案について」 

「子ども自身が自分で放課後の時間の過ごし方を選べるような、多様な選択肢を与え

られる社会のあり方を探求していく。」や「社会的資源（公共施設等）を活用し、新Ｂ

ＯＰ以外の第２、第３の居場所を確保できればよい」等の意見をまとめた検討内容の詳

細については、資料「新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会 検討内容シート」に記載して

います。 

（２）課題への取り組みの方針 

全保護者アンケートからは制度設計全体に不満は見られず、区が施策として取り組む

べきことは何かを考え、民間事業者等の活用を含めた課題への取り組みや、規模の適正

化及び今後の運営体制についての検討の必要性がみえてきたことから、以下の３点の方

針案を検討委員から示しました。 

①規模の適正化に関する検討 

 各クラブの大規模化が進展し、それによる子どもの遊びの質に関する課題が指摘され 

ており、質の確保、向上に向けて、定員制の導入の是非について検討することが必要で 

す。 

②運営体制の見直し 

 人材の確保、育成、定着が困難な状況となっており、現状は公設公営により特別教室
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や体育館を活用して運営しているが、大規模化の進展に対し、運営の質の向上を検討す

ることが求められています。さらに、新ＢＯＰからの自立に向けた支援として、学童ク

ラブ卒所後の居場所づくりも課題となっています。こうした観点から、新ＢＯＰ事業へ

の定員制の導入の検討や、民間活用の是非と活用方法の検討、新ＢＯＰ事業以外の取り

組みを活用した子どもの居場所の充実のあり方などについて検討する必要があります。

③子どもの自立支援 

 子どもの放課後の居場所を充実し、子どもが主体的に居場所を選択でき、遊びや学び

を自ら考えて行うことを促進、支援することが求められており、実施時間延長もこうし

た観点での充実につながるように検討し取り組むことが必要です。 

 新ＢＯＰは、年齢に合わせた発達段階ごとに、子ども自身が放課後を主体的に過ごせ

るよう、支援もしていくことが求められています。あわせて、保護者へ子どもの自立の

必要性について啓発していく必要があります。 

 

７ 持続可能な新BOPの制度設計に向けて―未来の世田谷の子どもたちのために 

 世田谷区の子どもの放課後の過ごし方の基本は、子どもが自主的にその時々のニーズ

に合わせて選ぶことができる環境を整備し、子どもが選択した場所において自立し過ご

せる体制づくりをめざしていくことにあると考えています。子ども人口の増加や、子育

て環境の変化といった新ＢＯＰを取り巻く環境の変化に対応しながら、放課後のあり方

全体として、さまざまな過ごし方を選択できる環境を用意していくことが重要と考えて

います。 

その方向に向けて、現在の新ＢＯＰの改善を図っていく課題を明らかにしてきまし

た。それを一言で言い表すとすれば「持続可能な新ＢＯＰ制度」と提起してみます。そ

の制度設計を創造していくために、①現行の新ＢＯＰにおいて必要な人員確保に対応す

る施策が必要であること、②放課後活動の担い手が多様に組織されている現状を踏ま

え、それらを活用する水路を開拓していくこと、③活動場所を広げていくため、現行の
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学校施設活用の検討と合わせて学校以外での活動の場所を検討していくこと、④持続可

能な新ＢＯＰ制度として発展させていくためには、指導員の職務の専門性を高めていく

こと、⑤「学童クラブ」のこれからのあり方についても独自に検討していくこと等が今

後に引き継ぐ課題として示されました。 

望ましい子どもの放課後の過ごし方とは、生活の場において、多様な遊びや交流の場

があり、それをサポートする人が配置されて、子どもたちは仲間と遊びを通じて学んで

いく、そういう未来を創っていくことを期待しています。そしてそのためには、地域に

広がる児童館や区民会館、区民集会所、区民センター、地区会館等の公共施設といった

「社会資本」（social capital）をも活用しながら、子どもの居場所が創造され、子

どもが育つ地域社会へとつながっていくことを願っています。 
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         連携･協力         
安全管理・児童指導・施設活用 

 

世田谷区 『 新ＢＯＰ 』事業について 
Ｈ７年 

ＢＯＰ事業開始 
（Base of Playing=遊びの基地） 

 

〇身近な場所に安全な遊び場を提供 

〇遊びを通じた社会性、創造性、自主 

性の育成 
 

Ｈ１１年 
新ＢＯＰ事業開始（モデル実施４校） 

※BOP と学童クラブを統合 
 

〇待機児童の解消 

〇子どもの交流の広がり 

〇安全・安心の確保 

 

Ｈ１７年 
全小学校で実施 

 

Ｈ１９年 
「放課後子どもプラン」として位置づけ 

 

〇世田谷区新ＢＯＰ運営委員会設置 

 

Ｈ２２年 

要配慮児童の学童クラブ登録学年延長

（６年生まで） 

〇児童課に看護師を配置、巡回、相談、

情報提供等を開始 

 

Ｈ２５年７月 

学童クラブの利用料導入（月額５，000

円。間食費を含む。） 

 

Ｈ２７年４月 

子ども・子育て支援新制度施行、世田谷

区放課後児童健全育成事業の設備及び

運営の基準に関する条例施行 

「放課後子ども総合プラン」実施 

 

Ｈ３１年４月 

新ＢＯＰ学童クラブの実施時間延長モ

デル事業（５校）実施 

「新･放課後子ども総合プラン」実施 

事業の経緯 

 

 

 
                     活動スペース 

                    ・２～３教室分 

・校庭、体育館 

・特別教室 等                  

 

 

                      

 

新ＢＯＰ連絡協議会  

学童クラブ〔放課後児童クラブ〕 

１年生～３年生（要配慮児童は６年生） 

 ○ 遊びと生活の場 

 
設置目的 

新ＢＯＰにおける放課後の子どもたちの安全で安心な居場所づくりや、地域･学校･関係機関との連携･協力に

よる事業の充実を図るための連絡調整・意見交換等を行う。 
   

 

委員構成 

・学識経験者  ・校長 ・ＰＴＡ ・学童クラブ父母会 ・町会 ・商店会 ・主任児童委員  

・青少年委員 ・青少年地区委員 ・おやじの会 ・要配慮児童関係団体  ・警察 

 

 

 

支援 

安全安心の地域の見守り 

活動への参加･協力 

子 ど も・若 者 部  

＜共同所管＞ 

運営方針 

児
童
館

（２５館） 

     

世田谷区新ＢＯＰ運営委員会 

お話し会・囲碁・将棋・伝承遊び等 

新ＢＯＰ 

地域 

区立小学校（６１校） 

・運営や活動内容への意見、提言 

・連携、協力体制による事業運営 

新ＢＯＰとは、区立小学校施設を

活用し、安全・安心な遊び場を確保

し、遊びを通して社会性、創造性を

培い、児童の健全育成を図るＢＯＰ

事業に、学童クラブ事業を統合し、

一体的に運営する事業 

 

 

事 業 概 要

業 概

要 

教 育 委 員 会  

ＢＯＰ〔放課後子ども教室〕 

１年生～６年生 

○ 遊びと交流体験の場 

運営日 
年末年始、日曜・祝日を除く通年 

事 業 運 営 

運営時間 
ＢＯＰ：放課後～午後 5 時 

（夏季： ３月～９月） 

放課後～午後 4 時 30 分まで 

（冬季：１０月～２月） 

学童クラブ：放課後～午後 6 時１５分 

※時間延長モデル校は、～午後７時１５分 

（学校休業日は午前 8 時１５分から） 

 

職員体制 
 

事務局長（会計年度任用職員） 

児童指導職員（常勤職員） 

新ＢＯＰ指導員（会計年度任用職員） 
 

※登録児童数に応じた区の職員配置基準

により配置。その他、臨時職員を要配慮児

童対応等の状況に応じて加配。 

児童登録数(令和２年度) 

６１校の児童数・   ３８，０４３人 
      （令和２年 5 月 1 日現在） 

ＢＯＰ登録児童数・  １８，６１９人 

学童クラブ入会数・    ７，３１３人 
      （令和２年５月１日現在） 

参加児童数実績(令和元年度) 
 
新ＢＯＰ年間延べ参加人数（６１校） 

       １，４６９，３８３人 

【１校あたり／２４，０８８人】 

１日あたり参加人数・・５，０６７人 

【１校あたり／８３人】 

重要！ 



現状、課題 取り組み内容等 検討のポイント アンケート結果
第２回あり方検討会での

意見
第３回あり方検討会での

意見
第４回あり方検討会での

意見

人
　
員

人員の
確保

・指導員の欠員が常態化し
ている。
・学童クラブの大規模化に
より、運営に必要な人員が
年々増加するため、人員確
保がさらに困難な状況に
なっている。
・全国的な福祉人材不足や
不安定な非常勤職等の理由
により、応募人数が伸び悩
みや、職員の定着が難し
い。

・区HPや広報誌で周知
・就職サイトのウェ
ブ、新聞折り込み広
告、フリーペーパーの
活用。
・区内外を含め新規の
大学訪問や継続的な周
知チラシの送付等。
・福祉の就職フェアを
活用し、ターゲットを
絞った周知方法を取り
入れる。

・民間の活用の可能
性（人材派遣、運営
委託）。
・新たな人材確保の
手法。

・運営主体は「一部、
民間を活用していくべ
き」「主として民間を
活用していくべき」の
回答割合が６割程度。
・過半数が民間活用に
ついても検討すべきと
回答。

・放課後児童健全育成
事業を実施する区内の
民間事業者の掘り起こ
しが必要。

・大規模化により職員
間のコミュニケーショ
ン不足が生じ、組織の
目標が周知されにくく
なり、仕事の魅力に気
づきにくくなる。やり
がいを見出せないと離
職につながる。

・育成した職員が定着
するためのシステムを
構築する。
・職場環境の改善・向
上。

テーマ

新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会　検討内容シート

大項目 新ＢＯＰの中長期的なあり方

【意見まとめ】
・子ども自身が自分で放課後の時間の過ごし
方を選べるような、多様な選択肢を与えられ
る社会のあり方を探求していく。
・社会的資源（公共施設等）を活用し、新Ｂ
ＯＰ以外の第２、第３の居場所を確保できれ
ばよい
・ボランティア団体や市民活動団体とも連携
した制度設計を考える。
・区民一人ひとりが子どもを見守る意識をも
つことが大切。
・保護者目線から子ども目線への意識改革

現状
放課後の預かり機能を備えた学童クラブと、遊び場であるＢＯＰを一体化して運営することにより、学童登録の有無を
問わず子ども達が一緒に遊ぶことが可能。

課題
児童数増加や、共働き家庭の増加など保護者の働き方の変化等により、新ＢＯＰ事業の開始当初に期待された効果（定
員なく学童クラブを利用可能でかつ、体育館・校庭・教室等多様な場所を確保し児童の遊び・活動の広がりや異年齢児
間の交流の促進）を得ることが困難になっている。

検討項目
・制度設計の見直し（新たな制度設計とは）
・望ましい子どもの放課後の過ごし方とは



現状、課題 取り組み内容等 検討のポイント アンケート結果
第２回あり方検討会での

意見
第３回あり方検討会での

意見
第４回あり方検討会での

意見

人
　
員

職員の
育成

・非常勤職員が大きな戦力
になっているが、若手職員
は常勤職への転職を目指す
ため定着が難しく、職員を
育成する時間が不足してい
る。

・研修の実施（支援の
質の向上研修、アレル
ギー児童対応研修、虐
待防止研修等）。
・民間スポーツクラブ
のインストラクターを
活用した実践研修
（H29 年度から年３回
実施）により子ども達
の集中力を高める声か
け、新たな遊びの提案
等を受けている。

・新ＢＯＰ指導員に
求められる専門性と
資質の向上。
・職員のスキルを底
上げする方策。
・職員育成への民間
ノウハウの更なる活
用（講師派遣等）。

・放課後を過ごす場所
に求める条件として
は、「職員配置の手厚
さ」が７割以上。

・職員の受けたい研修
が受講できているのか
など、現場の生の声が
あるとよい。
・職員の質を担保する
ため、第三者評価の仕
組みがいる。

・新ＢＯＰ職員に求め
られる専門性を学ぶ。
・子どものためにとい
う意識をもつ。
達成感を得られる職場
をつくる。

・新ＢＯＰの職員は、
地域の子どもを支えて
いるという意識をも
ち、子どもを見守って
いく必要がある。
・子どもにとってどの
ような居場所が良い
のかと考え、イメージ
を膨らませる。

場
　
所

活動場
所の確
保

学齢期の児童数の増加に伴
い、一部の小学校では特別
教室から普通教室への転用
が進み、放課後の活動場所
の確保が難しくなってきて
いる。

特別教室や体育館を活
用し、活動場所を確
保。

・大規模校における
学校以外の施設の活
用
・代替場所や運営面
における民間事業者
との連携
・新ＢＯＰの利用調
整

・学校以外での運営
（児童館、保育園、幼
稚園等）
・民間の活用（補助金
による民間学童クラブ
利用促進）
・新ＢＯＰの定員制導
入

・利用率６割程度の現
状が、子どもたちがや
りたい事が出来てちょ
うどよいという意見を
聞く
・規模は重要、規模を
考えた制度設計が必要

・登録者数が増えた学
童クラブの定員制の話
は避けて通れない。
・大規模であると、本
来の子どもの遊びが発
展しない。
・まちかどで遊べる場
など、一定の施設にこ
だわらない、地域の中
で様々な過ごせる場を
つくる。

・定員制を設けても待
機児童をつくらず、子
どもの居場所をつくる
方策が必要。
・引き続き、学校内で
の活動場所についても
検討していく必要はあ
る。

テーマ



現状、課題 取り組み内容等 検討のポイント アンケート結果
第２回あり方検討会での

意見
第３回あり方検討会での

意見
第４回あり方検討会での

意見

場
　
所

子ども
たちの
放課後
の居場
所

・子ども達は居場所（新Ｂ
ＯＰ、児童館、民間の学童
クラブ、習い事、塾）を自
身で選択できない
・新ＢＯＰからの自立に向
けた支援の充実。

・学童クラブ卒所後
は、児童館やプレー
パーク等での過ごし方
を提案。

・子どもが自立し、
居場所を選択できる
方策
・新たな居場所の創
設の必要性

・放課後の子どもの過
ごし方に求める条件
は、「安全に過ごせる
こと」が９割、「学習
の時間がとれること」
が６割程度、「学校か
ら近いこと」「家から
近いこと」がそれぞれ
５割程度

・民間の学童クラブの
利用を補助すること
も、時間延長を真に必
要とする家庭への間接
的支援になる

・全区的に今後の事業
を検討していくなら、
民間と一緒に事業に取
り組むことも考えてい
く必要がある。
・民営、区営を問わ
ず、子どもを見守って
いく必要があり、子ど
ものために何が最善か
を考えていく。

・子どもを見守ってい
く必要があり、子ども
のために何が最善かを
考え、子どもの居場所
をつくるための方策を
考える。
・子どもにとってどう
いう居場所が良いのか
と考え、イメージを膨
らませる。

運
営

学童ク
ラブの
実施時
間の延
長

放課後から午後６時15分
（学校休業日は午前８時15
分から）
実施時間延長モデル校は午
後７時15分まで（土曜日を
除く）
・利用率が低い。
・延長時間帯の人員の確保

61校中、5校で実施時
間延長モデル事業を実
施

・区の施策として実
施する範囲（実施時
間、実施場所、実施
内容）
・区の施策以外で行
うための方策（民間
事業者との連携等）

・約35％の保護者は時
間延長を希望するが、
60％は毎日必要として
いない。
・回答者の90％を占め
る被雇用者の場合、９
割程度が定時就業時間
は午後6時、約75％の
保護者は６時30分頃ま
でに帰宅している。自
営業では約85％が午後
６時30分頃までに帰宅
している。
・午後６時が終業時間
の保護者が、新ＢＯＰ
退所時間の６時15分ま
でに帰宅することは困
難だが、退所時間が午
後６時30分になれば、
保護者ニーズへに対し
一定の効果が期待でき
る。

・延長が必要な保護者
もいるが、必要でない
保護者も多いのではな
いか。
・延長の利用要件に合
わないスポット利用を
望む保護者が多い。
・いつでも受け入れ可
能な体制を、公設・公
営で維持することは困
難。
・利用の仕方にバリ
エーションを持たせる
ことに、どう対応する
のか、どのように仕組
みとして構築していく
のか。

・18時15分から1時
間、運営委託はできな
いか。
・人材派遣の可能性に
ついて検討できない
か。

・学童期の子どもたち
の、成長・発達段階に
関する健康問題も踏ま
えていくことが大切。

テーマ



現状、課題 取り組み内容等 検討のポイント アンケート結果
第２回あり方検討会での

意見
第３回あり方検討会での

意見
第４回あり方検討会での

意見

運
営

事業内容

・学童クラブは定員を設け
ない
・公設公営の運営
・学校内で運営
・新ＢＯＰが運営開始以来
続けてきた以上の運営方法
に、学童クラブ登録児童数
の増加、保護者の働き方の
変化、学校で活動場所を確
保することが困難などの課
題が生じている

・令和元年度５月１日
時点で公設公営のみの
運営は世田谷区、品川
区（児童数2,695
人）、豊島区（児童数
1,870人）のみ

・学校施設外での運
営場所の拡大の可能
性
・民間活用の是非や
民間活用の手法（運
営委託、運営補助）

・定員制を設けること
には約半数が「育成支
援の質を維持するため
にはやむを得ない」と
回答
・6割の保護者が「一
部民間を活用していく
べきである」「主とし
て民間を活用していく
べきである」と回答

・10年後の世田谷の放
課後の子どもたちを、
新ＢＯＰがどのように
サポートするか

・保護者アンケートか
らは制度に対する不満
は見えてこないので、
もともとある土台を生
かし、制度を見直して
いく必要がある

・現行の新ＢＯＰ制度
の土台を生かし、定員
制も踏まえ、より良い
制度へ見直しをしてい
く必要がある。
・制度の見直しでは、
待機児童をつくらない
対策は必須。
・区が連携・活用を想
定する民間学童クラブ
（放課後児童健全育成
事業）の活動内容を明
確にする。

テーマ



世田谷区新ＢＯＰ事業の中長期的なあり方について 

 

大項目 新ＢＯＰの中長期的なあり方 

現状 放課後の預かり機能を備えた学童クラブと、遊び場であるＢＯＰを一体化して運営することにより、学童登録の有無を問わず子ども達が一緒に遊ぶことが可能 

課題 
児童数増加や、共働き家庭の増加など保護者の働き方の変化等により、新ＢＯＰ事業の開始当初に期待された効果（定員なく学童クラブを利用可能でかつ、体育館・校庭・

教室等多様な場所を確保し児童の遊び・活動の広がりや異年齢児間の交流の促進）を得ることが困難になっている 

検討項目 
・制度設計の見直し（新たな制度設計とは） 

・望ましい子どもの放課後の過ごし方とは 

 

〇現状の課題をどのように克服するか 

具体的項目 課題内容 あり方検討委員会での意見 今後の方針案 

① 運営体制 ・活動場所の不足と人材確保が課題。 

・児童の遊びや活動の広がりを得ることが難しい。 

【制度設計】保護者アンケートからは制度に対する不満は見

えてこない       

               

・区が施策として実施すべきこと、民間に任せることの判断

が必要 

 

・区は保護者ニーズに施策としてどこまで応えるのか 

・時代の流れの中で、保護者ニーズは変化していく細やかな

対応は区がどこまで行うのか 

          

・定員制と民間事業者の活用の検討に、まず取り組むことが

できないか。 

・保護者アンケートの結果を踏まえ、現行の運営

体制をベースとし、民間事業者も一部活用する

等による見直しを検討 

・学校内における活動場所の更なる確保 

・職員の質の向上及びやりがいのある職場づくり 

② 実施時間延長 ・現状の時間延長モデル事業は、人材確保に課題があり、

同様の手法による全新ＢＯＰでの実施が困難。 

・長時間学校に子どもがいることの是非。 

モデル事業を終了し、次のとおり対応する。 

・保護者アンケート結果を踏まえ、区立学童クラ

ブで実施すべき時間延長について検討 

・民間事業者を活用した多様な地域の居場所の検

討と創設 

③ 定員 ・定員を定めていないことにより、活動場所が年々不足

している。 

・大規模校の定員制導入に向けた検討 

・子どもが放課後を過ごすために必要な規模への

適正化に向けた検討 

④ 自立への支援 ・児童数の急激な増加により、子どもとゆっくり向き合

い成長を支援する時間的余裕の不足。 

・児童と保護者のための自立への支援に取り組む 

・学童クラブ以外の多様な居場所の検討 

 

 

望ましい 子どもの 

放課後の過ごし方とは？ 

・今後は、子ども達が選ぶことができる様々な居場所を考えてい

く必要がある。 

・地域でどんな人がどんな活動をしているかを知り、まちかどで

遊べる場や一定の施設にこだわらず、様々な地域の中で過ごせる

場をつくっていく必要がある。 

（例）・公共施設の有効活用を検討 

・商店街の居場所  等 

サービスを提供する側と、サービスを受ける側（保護

者）が、子どもを中心に、一緒になって子育てをしてい

く 



望ましい放課後の子どもの過ごし方の将来像　≪イメージ図≫

子どもを中心におき、放課後に過ごせる場所が複数あり、その時々のニーズに合わせて、自主的に選択できる

児童

保護者

新ＢＯＰ

児童館

公共施設の空きスペース

学習指導が受けられる場所

安全に遊べる屋外スペース

民間事業者

のサービス

地域コミュニティ（商店街など） 各種スポット的サービス
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保護者アンケートの概要 

 

１．概要 

新ＢＯＰ学童クラブに関する、家庭の利用状況や今後のあり方等に関する意見等を

収集することを目的に、学童クラブを利用する児童の保護者を対象にアンケート調査

を実施した。調査概要は次の通りである。 

 

図表 1 アンケート調査概要 

調査名 新ＢＯＰ学童クラブに関するアンケート 

調査期間 2020（令和２）年９月１日（火）～９月２２日（火） 

調査対象 新 BOP学童クラブに登録し、利用している児童の保護者 

調査方法 
WEB上に回答画面を構築し、回答者は自身の通信端末より回答 

※調査画面の URL、二次元コードを区から各家庭に郵送配布 

回収状況 

 

配布数 7,170人 

（2020年８月 19日現在の登録児童数に基づき、各家庭へ配布） 

有効回答数 2,392人  

（WEBアンケートにて、全問回答した回答者のみを対象とする） 

回収率 33.4% 

 

調査結果

を見る上

での注意

点 

・本文、表、グラフなどに使われる「ｎ」は、各設問に対する回答者数を

指す。 

・百分率（%）の計算は、小数第 2位を四捨五入し、小数第 1位まで表示

している。したがって、四捨五入の影響で、%を足しあわせて 100%になら

ない場合がある。 

・本文中の%の小計は、各項目の値を四捨五入した上で足し合わせている。 

・本文、表、グラフは、表示の都合上、調査票の選択肢等の文言を一部簡

略化している場合がある。 
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２．保護者の就業状況 

・ 回答者全体の約 90％を占める被雇用者（常勤、契約社員、パートアルバイト）の

場合、回答者の９割程度の定時終業時間は 18時頃までとなっており、約 75％は

18時半頃までに帰宅をしている。 

 定時終業時間（被雇用者） 

 

定時終業時の帰宅時間（被雇用者） 

 

・ 回答者全体の約７％を占める自営等（自営・フリーランス）の場合、平均的な終

業時間は、18時頃の割合が最も高く 85.1%となっている。帰宅時間については、

18時頃の割合が最も高く 71.3%となっており、約 86.8％は 18時半頃までに帰宅を

している。 

定時終業時間（自営等） 

 

定時終業時の帰宅時間（自営等） 

 

・ 被雇用者の時間外業務（残業）の発生頻度について、約 35％が「ほとんどない」

と回答したが、「週に１日程度」以上と回答した割合は約 40％であった。また、時

間外業務発生時の平均帰宅時間について、学童クラブの運営時間内のお迎えに間

に合うと考えられる「～18時半頃」の回答者は 15.4％であった。時間外業務発生

の予測可能性については、「前日・当日など、直前まで分からない」の割合が最も

高く、約５割であった。 
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時間外業務（残業）の発生頻度（被雇用者） 

 

 

・ 自営等の時間外業務（残業）の発生頻度について、約 53％が「ほとんどない」と

回答したが、「週に１日程度」以上と回答した割合は約 18％であった。また、時間

外業務発生時の平均帰宅時間についは、学童クラブの運営時間内のお迎えに間に

合うと考えられる「～18時半頃」の回答者は約９％であった。時間外業務発生の

予測可能性については、直前まで分からないとする割合が 35％程度であったが、

１週間前までにおおよその予測が立つ割合は被雇用者に比べて高く、65％程度と

なっている。 

 

時間外業務（残業）の発生頻度（自営等） 

 

 

・ 学童クラブの利用に照らして、「① 定時終業時の帰宅時間が 18時半以降となる

保護者」「② 残業が頻繁に発生し、その際の帰宅時間が 18時半以降となる保護

者」「③ 残業が直前までわからない、かつその際の帰宅時間が 18時半以降とな

る保護者」を、特徴的と考えられる働き方の類型として抽出したところ、全回答

者に占める割合として、①が 24.4％、②が 11.8％、③が 8.2％、合計して全体の

44.4%の保護者が、日常的また突発的に、放課後児童クラブ退所後の子どもの帰宅

時間に間に合わない可能性を有する保護者となっている。地域別には、世田谷地

域において相対的にこのような類型に該当する保護者が多くなっている。 
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特徴的な働き方の類型化（全保護者、地域別） 

 

 
 

３．学童クラブの利用状況 

【学童クラブの利用状況】 

・ 平日と学校休業日（夏休み等）では「ほぼ毎日」が最も多く、いずれも約 70％、

土曜日は「利用していない」が約 78％となった。 

 

学童クラブの利用頻度【平日】 

 
 

学童クラブの利用頻度【夏休み等】 

 
 

 

 

学童クラブの利用頻度【土曜日】 
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・ 学童クラブを利用していない日の過ごし方は、平日は「帰宅し、家族と過ごす」

が約 52％、「塾や習い事に行く」が約 43％となった。 

 

学童クラブを利用しない日に子どもが主に過ごす場所【平日】 

 

・学童クラブの利用時間は、平日は 17 時までに約 42％，17 時半までには約 62％の児

童が帰宅している。土曜日は約 59％の児童が 17時半までに退所している。学校休業

日は、９時までに約 78％の児童が入所し、17時半までに約 62％が退所している。 

学童クラブの平均的な利用時間【平日】 

 

 

・保護者の帰宅が、子どもの学童クラブ退所よりも遅くなる頻度は、平日では「ほとん

どない」と「まったくない」を合わせて約 48％、土曜日では「まったくない」が約

53％、学校休業日では「ほとんどない」「まったくない」を合わせて約 50％であった。

平日についてさらに働き方の類型別にみると、「定時終業時の帰宅時間が 18 時半以

降」の保護者は、子どもの退所より帰宅が遅くなる頻度が「ほぼ毎日」の割合が約

52％、「残業頻度が高く帰宅時間が 18時半以降」の保護者は、「ほぼ毎日」「週に２～

３日程度」を合計すると子どもの退所より帰宅が遅くなる頻度は、約 55％となって

おり、働き方により状況が大きく異なることが示唆される。 
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保護者の帰宅が子どもの退所より遅くなる頻度【平日】 

 

 

保護者の帰宅が子どもの退所より遅くなる頻度（平日、働き方の類型別） 

 

・平日に保護者の帰宅が子どもより遅くなる場合において、それがほぼ毎日で、かつ  

子どものみで過ごしているケースは 17.3％であった。 

地域別にみると、烏山地域において退所後に子どものみで過ごすという割合が他地域

に比べて高くなっており、特にほぼ毎日子どものみで過ごすという割合が 20%を超え

ている。 
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保護者の帰宅が子どもより遅くなる際、子どもだけで過ごす者の割合（地域別）

 

 

４．民間学童クラブの利用状況等 

・ 民間学童クラブを利用する保護者は約 22%であり、そのうち約 60％から週に２～

３日の利用と回答している。平均的な月額利用料は、３万～５万の間で全体の約

61％を占める。 

・  

民間学童クラブの利用状況 

 

 

 

平均的な利用頻度（利用者のみ） 
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平均的な月額利用費（利用者のみ） 

  

・ 利用状況を働き方の類型別にみると、定時終業時の帰宅時間が 18時半以降となる

頻度が高い保護者及び残業頻度が高く帰宅時間が 18時半以降となる保護者は、民

間学童クラブを利用している割合が高く、それぞれ 30％を超えている。地域別に

みると、玉川地域において利用割合がやや高くなっている。 

 

民間学童クラブの利用状況（地域別） 

 
 

５ 延長時間の利用ニーズ等 

・ 新 BOP学童クラブの実施時間延長モデル事業を実施する５校の保護者のうち、約

19％（36人）が延長事業に登録をしている。そのうち 25％（９人）の保護者は毎

日利用していると回答している。 

 

 

 

延長時間の登録状況 
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延長時間の利用状況 

 

・子どもが通う学童クラブで時間延長が実施された場合のニーズを尋ねると、「利用   

条件に該当し、利用を希望する」保護者は 35％程度であり、想定される最長の利用

時間としては「19時 15分まで」のニーズが最も高く約 56％であった。また、想定

される利用頻度は「ほとんど毎日」が約 33％、「週に数回程度」が約 34％ずつであ

った。  

・運営時間延長の利用意向を働き方の類型別にみると、定時終業時の帰宅時間が 18

時半の以降の保護者は約 57％、残業頻度が高く帰宅時間が 18時半以降の保護者は

56％が、利用を希望する結果が得られた。 

地域別にみると、世田谷地域において利用希望が高く約 40％となっている。 

 

運営時間延長モデル事業の利用意向（地域別） 

 

 

６．放課後支援のあり方等  

【放課後に関わるサービスの利用状況、意向等】 

・ 放課後に関わるサービスの認知度について、「ファミリー・サポート・センター事

業」が約 82％を超えて最も高く、次いで「子ども食堂」が約 69％となっている。
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また、利用状況は、「プレーパーク」が約 19％、「ファミリー・サポート・センタ

ー事業」は約 17％となっている。 

 

放課後に関わるサービスの認知度と利用状況 

 

 

・ 放課後の子どもの過ごし方に求める条件としては、「安全に過ごせること」が約

96％と最も高い。次いで「学習の時間がとれること」が約 61％になる。なおこれ

を働き方の類型別にみると、保護者の帰宅時間が日常的に遅くなりがちな類型に

おいて、「学習の時間が取れること」のニーズが高く、定時終業時の帰宅時間が 18

時半以降の保護者は約 61％、残業頻度が高く帰宅時間が 18時半以降の保護者は約

66％となっている。 

 

 

放課後の過ごし方に求める条件 
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・ また、放課後を過ごす場所に求める条件としては、「職員配置の手厚さ」が約 71％

で、「学校から近いこと」が約 56％、「家から近いこと」が約 52％とアクセスに関

する項目が続く。 

 

放課後を過ごす場所に求める条件 

 

 

・ 現在利用している学童クラブ以外に、放課後の居場所等に関する選択肢があった

場合、利用を検討したいかを尋ねると、約 79％が利用を検討したいと回答してい

る。検討意向の理由としては、より利便性が高いサービスや、より質の高いサー

ビスを利用したい、と回答している。一方で、現状の学童クラブの育成支援・環

境や利便性への不満を直接的な理由として挙げている割合は約 11％に留まる。 

 

学童クラブ以外の選択肢の検討意向 
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検討してもよい理由 

 

・ 学童クラブ以外の選択肢の検討意向を働き方の類型別にみると、帰宅時間が遅く

なる傾向にある、定時終業時の帰宅時間が 18時半以降の保護者と、残業頻度が高

く帰宅時間が 18時半以降の保護者は「積極的に検討したい」と回答する割合が高

い。その理由として、利便性に対する評価が、検討意向の差に繋がっていること

が推察される。 

学童クラブ以外の選択肢の検討意向（働き方の類型別） 

 

・ 放課後の居場所等に関して、学童クラブ以外の支援・サービスに関する利用意向

をみると、「民間の学童クラブ（放課後児童健全育成事業者）の利用（区による利

用助成）」が約 87％で最も高く、「児童館などの、公共施設内のスペースを活用し

た居場所支援」が約 82％で続く。こうしたサービスの利用にあたって、自己負担

可能な範囲をみると、学童クラブと同程度の「月額５千円程度」とする割合が最

も高く約 45.3％となっている。また、それ以上の自己負担を可能と回答する割合

は約 42％となる。 

各種支援・サービス等の利用意向 
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自己負担額の許容範囲 

 

【今後の学童クラブのあり方に関する意見】 

・ 定員制を設けることについては、約 49％が「育成支援の質を維持するためにはや

むを得ない」と回答している。地域別にみると、「北沢」「玉川」において全区の

平均を上回っている。 

定員制を設けることについて 
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定員制を設けることについて（地域別） 

 

 

・ 運営主体について、「一部、民間を活用していくべきである」「主として民間を活

用していくべきである」と回答する割合を合わせると約 59％となる。このように

過半数が民間活用についても検討すべきと回答している。 

 

運営主体のあり方について 

 

 

・ 小学校以外の運営場所を検討する場合、望ましい運営場所としては、「児童館」が

約 78％で最も高くなっている。次に、「区民施設（区民会館、区民集会所、区民セ

ンター、地区会館等）」が約 60％、「保育施設（区立保育園・認定子ども園等）」が

約 56％となっている。このように、望ましい運営場所としては、これまでも子ど

もの居場所となっていた場所を挙げている割合が高くなっている。一方で、これ

まで子どもの主な居場所となっていなかった場所については、「文化・生涯学習施

設（美術館、文学館等）」は約 32％、「地域の事業所や商店などの空き部屋・空き

スペース」が約 29％、「高齢の方の施設、福祉関連施設」が約 20％であった。 

・  
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小学校以外の運営場所を検討する場合の望ましい運営場所 

 

 

７．新型コロナウイルス感染症対策等について 

【新型コロナウイルス感染症拡大を受けた今後のあり方について】 

・ 新型コロナウイルス感染症も含めた緊急時の対応に関して、今後の新 BOP運営に

望むことについては、「迅速な情報提供」が約 66％、「衛生面への配慮」が約 65％

となっている。 

緊急時の対応に関し、今後の新 BOP運営に望むこと 

 

・ 感染拡大期に、子どもがどのように過ごすことが望ましいかを尋ねたところ、「自

宅で親と過ごす」が約 65％で最も高く、次いで「学童クラブで過ごす」が約 21％

となっている。 
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感染拡大期の子どもの過ごし方 

 

・ 今後、再度新型コロナウイルス感染が拡大した場合の働き方を尋ねたところ、「全

てではないが調整しながら在宅勤務も可能」が約 49％となっている。一方で、調

整が難しいと考えられる「通常勤務のみ」は約 25％となっている。 

感染拡大時の働き方 

 



（敬称略）

委員氏名 所属名／肩書等

上田　幸夫 日本体育大学 教授

深尾　剛
世田谷区立小学校長会
世田谷区立桜町小学校　校長

松原　まどか 世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会　書記

町田　秀雄 世田谷区町会総連合会 監事

伊藤　雅代 世田谷区学童保育クラブ父母会連絡会　会長

三原　順子 世田谷区青少年委員会　副会長

三好　由加 世田谷区手をつなぐ親の会　副会長

加賀谷　実 子ども・若者部長（令和２年４月１日から同年１０月３１日まで）

知久　孝之 子ども・若者部長（令和２年１１月１日～）

林　勝久 世田谷区教育委員会　生涯学習部長

清水　雅人 子ども・若者部児童課山野児童館　館長

白石　雄一郎 子ども・若者部児童課松沢児童館松沢小新ＢＯＰ　副係長

若山　基美 世田谷区教育委員会生涯学習部生涯学習・地域学校連携課城山小新ＢＯＰ　事務局長

事務局氏名 所属名／肩書等

須田　健志 子ども・若者部児童課　課長

田村　朋章 世田谷区教育委員会生涯学習部生涯学習・地域学校連携課　課長

三須　昭江 子ども・若者部児童課児童福祉推進担当　係長

塚原　星子 世田谷区教育委員会生涯学習部生涯学習・地域学校連携課地域学校連携担当係長

佐藤　彰洋 子ども・若者部児童課児童育成担当

柴田　鈴香 子ども・若者部児童課児童育成担当

宮崎　拓臣 子ども・若者部児童課児童育成担当

深澤　祐 世田谷区教育委員会生涯学習部生涯学習・地域学校連携課地域学校連携担当

根岸　勇輝 世田谷区教育委員会生涯学習部生涯学習・地域学校連携課地域学校連携担当

検討委員会の経過
日付 テーマ

第１回（　９月　４日）
① 新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会について
② 新ＢＯＰ学童クラブの実施時間延長モデル事業について
③ 学童クラブ登録児童全保護者アンケートの実施について

第２回（１０月１５日） 新ＢＯＰ学童クラブ全保護者アンケートのまとめについて

第３回（１１月１１日）
① 第２回あり方検討委員会での確認事項について
② 新ＢＯＰ事業のあり方の方向性について

第４回（１２月　９日）
① 第３回あり方検討委員会での確認事項について
② 新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会報告書の構成案について

令和２年度　新ＢＯＰ事業のあり方検討委員会委員名簿


